
グリーン購入法訴求表示
使用ガイドライン

本ガイドラインは、お客様にご利用いただける訴求表示・ロゴ・マーク等のデザイン規定や注意点および具体的な使

用例を定めたものです。

本グリーン購入法の訴求表示は、環境省が設定された「環境表示ガイドライン」に基づき、弊社が独自で作成したも

のです。そのため、弊社商品の再生PPを使用したクリアファイル以外への転用は固く禁じます。

また、マーク類のイメージを損なわないよう、本ガイドラインのもとご使用ください。
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不明な点、疑問などが生じた際は、下記までお問い合わせください。

本ガイドラインに関する問い合わせ先
大洞印刷株式会社　ボラネット事業部
E-mail:info@bora-net.com
〒501-0466　岐阜県本巣市下真桑 290 番 1
TEL:050-2018-1725

www.bora-net .comクリアファイルのボラネット



❶ 基本図形カラー

指定色にて作成してください
なお、スミ1Cなど単色デザインの場合に限り同一カラーへの変更が可能です。

ただし、下記範囲内での変更をお願いします。

◆単色であること。

◆グラデーション処理も行わないでください。

＜使用可能例＞

＜禁止例＞

C90　M0　Y100　K0
〈標準色〉
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❷ サイズと余白について

余白について
グリーン購入法適合訴求表示にあたり、周囲から、文字や図形、画像などの要素をできるだけ排除してください。アイソレーションは変更しないでください。

最小サイズについて
グリーン購入法適合マークの縦幅は 6.5ｍｍ以上、文字は視認性を保ってください。

マーク・テキストの比率は変更しないでください

アイソレーション

＜禁止例＞

最小サイズ6.5mm以上

1/2a

1/2a 1/2a

1/2a

a
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❸ 表示方法　－使用例－

◆表示位置：指定はありません。

　型抜きの際に切れてしまわない位置(あたり線の内側)および、

　文字がつぶれてしまう溶着部分は避けて配置してください。

◆表示サイズ：指定はありません。

　最小サイズを保ち、可読性を損なわない範囲でご利用ください。
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❹ 使用禁止例

◆ フォントの変更

◆ 他のテキストと関係が近く、混同しやすい

書体の変更はしないでください

（例1）グリーン購入法マークとテキストが離れている

（例2）グリーン購入法マークの上部にテキストがある

（例3）テキストの列を分ける

◆ アイソレーションの変更
レイアウト、比率の変更はしないでください

誤認されやすい表記はしないでください

以下のような使用方法は禁止します

株式会社○○○は環境に優しい活動を続けています。
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